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目的外使用・複製・開示禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

〈出所〉第50回系統WG 資料2（2024年3月11日）

➢ 2024年3月11日の第50回系統WGにおいて、ノンファーム型接続の発電設備等、オンラインによる出力制御が必須の発電設備
等が、調整力契約※により「調整電源」としてオンライン制御する場合の方法について整理されました。

※需給調整市場に関する契約、余力活用に関する契約のいずれかまたは両方を締結した場合を指す。

方法A：調整力指令[MW]と出力制御指令[%(出力上限値)]の2つの制御信号を送受できる実装方法

方法B：調整力指令[MW]に出力制御指令を包含した1つの制御信号を送受できる実装方法

指令受信設備の実装方法（1／2）
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目的外使用・複製・開示禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

➢ オンライン制御を実施する場合の指令受信設備の実装方法は下図のとおりとされ、 「余力活用に関する契約」（以降、「余力活用
契約」。）があり、契約単位が「単独発電機」の場合に、エリア毎で実装方法が異なります。

➢ エリア毎に対応が異なる区分において、北海道エリアでは「方法B」（出力制御指令を包含した調整力指令として1つの制御信
号を送受）を採用しております。

指令受信設備の実装方法（2／2）

北海道エリアは
「方法B」を採用

〈出所〉第50回系統WG 資料2（2024年3月11日）
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目的外使用・複製・開示禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

〈出所〉広域機関「系統の接続および利用ルールについて」（2024年7月1日更新）

➢ 「調整電源」として調整力指令による下げ調整※の提供をいただく場合は、余力活用契約に関する事前審査申請時に需給調整
市場システムで「下げ方向のみ可」または「上げ下げ両方向可」を選択し、「余力の運用規程」に定める事前審査に関する要件に
適合のうえ、余力活用契約を締結（以降、「下げの余力活用契約を締結」。）する必要があります（「方法B」に該当）。

※調整力指令により広域機関へ提出された発電計画を下回る範囲へ出力制御すること。

➢ 次のいずれかまたは複数に該当する場合は、送電容量の制約・需給バランスの制約において「非調整電源」として出力制御指令
により出力制御とすることとなります（「方法A」に該当）。
〈「非調整電源」として出力制御するケース（いずれもリソース単位での判定）〉
① 需給調整市場にのみ参入する場合
② 下げの余力活用契約を締結しない場合
③ 余力活用契約において一次調整力に相当する機能のみを提供する場合

出力制御時の取扱いについて

〈出所〉送配電網協議会「余力活用ガイド」（2025年3月14日、第3版）

需給バランス制約による

出力制御では停止まで

が下げ調整の範囲
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目的外使用・複製・開示禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

ケース別の指令受信設備実装方法（まとめ）

➢ 北海道エリアで、新規に系統接続する際に下げの余力活用契約を締結（一次調整力に相当する機能のみ提供する場合を除く、
以降同様。）する場合、「方法B」の採用により出力制御指令用設備（通信回線[特別高圧：専用線、高圧：インターネット]、
情報伝送装置[特別高圧]、発電出力等制御装置[特別高圧]、出力制御機能付PCS等[高圧] ）が不要となります。

➢ また、下げの余力活用契約を締結しない場合も、特別高圧連系で調整力指令用設備（以降、「専用線オンライン」。）を構築す
る場合、出力制御に必要な情報は当該装置で伝送可能なことから、出力制御指令用の通信回線・情報伝送装置が不要となり
ます。ただし、下げの余力活用契約を締結しない場合は「方法A」となるため、出力制御指令に応動するための「発電出力等制御
装置」が必要となります。

➢ その他ケースでは、調整力指令用とは別に出力制御指令用の設備が必要となります。

➢ なお、下げの余力活用契約締結「有」を前提に専用線オンライン工事を申込した上で、下げの余力活用契約締結を「無」とする専
用線オンライン工事申込内容の変更や下げの余力活用契約を締結後に解約する場合、出力制御指令に関し、通信方式の変
更や制御装置の追加設置等が必要となりますので、ご希望の場合すみやかに弊社へご連絡をお願いします。

下げの余力活用契約
(一次調整力のみを除く)

調整力指令
（リソース単位で実施） 連系電圧※

出力制御指令
（リソース単位で実施） 指令方法

有無 契約単位 通信方式 通信方式 制御装置種別

あり 単独発電機

専用線オンライン
特別高圧 不要 不要 【方法B】

調整力指令のみ送信
（出力制御指令を包含）高圧 不要 不要

簡易指令システム
特別高圧 専用線 出力制御装置等

【方法A】
調整力指令と出力制御指
令を個別に送信

高圧 インターネット 出力制御機能付PCS等

なし 単独発電機

専用線オンライン
特別高圧 不要

発電出力等制御装置:必要
情報伝送装置:不要

高圧 インターネット 出力制御機能付PCS等

簡易指令システム
特別高圧 専用線 出力制御装置等

高圧 インターネット 出力制御機能付PCS等

※特別高圧配電線は「高圧」に区分されます。
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余力活用契約締結までの取扱いについて

➢ オンラインによる出力制御が必須の発電設備等が、系統接続にあたり下げの余力活用契約締結「有」を前提に専用線オンライン
工事を申込した場合に、余力活用契約の締結よりも前に発電設備等が営業運転を開始する場合があります。この場合、余力活
用契約締結までの間を非調整電源として運用する必要があるため、管轄の弊社系統制御所等と「出力制御に関する運用申合
せ書」の締結が必要となります。

➢ 余力活用契約締結までの期間中は、オフラインでの出力制御指令（弊社からメール等で通告）となるため、事前に通告された
指令内容に従い現地発電設備等の運転をお願いします。
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➢ 北海道エリアで、新規に特別高圧連系する際に調整力契約の締結を目的に専用線オンラインを構築する場合、下げの余力活用
契約の有無によらず「調整力指令用・出力制御指令用一体型」の設備構成となります（下図）。また、下げの余力活用契約を
締結する場合（「方法B」の採用）は、出力制御指令に応動するための「発電出力等制御装置」も不要となります（右下図）。

通信設備等構成［特別高圧連系の場合］（1／2）

「調整力指令用・出力制御指令用一体型」通信設備構成イメージ

下げの余力活用契約締結（「方法B」の採用）
により不要となる範囲

調整力指令用の「専用線オンライン」は信頼度確保の観点より複ルート化
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➢ 北海道エリアで、オンラインによる出力制御が必須で調整力契約を締結しない電源は出力制御指令用設備（左下図）を、オンラ
インによる出力制御が不要で調整力契約を締結する電源は専用線オンライン（右下図）を構築いただく必要があります。

通信設備等構成［特別高圧連系の場合］（2／2）

風力・太陽光発電所
（事業者施工の連系用開閉所・変電所含む）

系統監視制御

システム

保安電話機

各地域の弊社支店電力部
（設備都合等により、他の事業所となる場合があります）

受渡し端子台（保安器）

電話卓

弊社中央給電指令所

責任分界

受信ＣＤＴ

送信ＣＤＴ

受信ＣＤＴ

再生可能エネルギー

調整・管理システム

←出力制御

→SV/TM

保安電話

出力制御→

SV/TM←

出力抑制↑ ↓SV/TM

↓SV/TM

貴社施工分

弊社施工分（系統連系工事）

弊社施工分（出力抑制工事）

受信ＣＤＴ

送信ＣＤＴ

分岐装置

保安電話

一般電気通信

事業者サービスなどの

通信回線

（下り回線）

（上り回線）

CH

盤

CH

盤

通信装置 通信装置
（下り回線）

（上り回線）

「出力制御指令用（特別高圧連系の場合）」通信回線構成イメージ 「調整力指令用（専用線オンライン）」通信回線構成イメージ

特別高圧連系発電所等
（事業者様[貴社]施工の連系用開閉所・変電所含む）

調整力指令用の「専用線オンライン」は信頼度確保の観点より複ルート化
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➢ 北海道エリアの特別高圧連系で調整力指令用の専用線オンラインを構築（調整力指令用・出力制御指令用一体型情報伝送
装置[CDT]を構築）する場合は、重複する伝送項目（SV、TM）が不要となります。また、あわせて下げの余力活用契約を締
結（「方法B」の採用）する場合は、出力制御指令用の伝送項目（TM）も不要となります。

標準伝送項目［特別高圧連系の場合］

データ種別 用途 伝送方向 項目名 ０⇒１
状変方向

１⇒０
状変方向

表示入力
接点

SV
(表示)

出力制御指令
（系統連系用）

電気所→弊社
(上り)

CDT装置異常 発生 復帰 ａ

制御渋滞 発生 復帰 ａ

データ種別 用途 伝送方向 計測項目名 処理種別 単位

TM
(計測)

出力制御指令
（系統連系用）

電気所→弊社
(上り)

出力上限設定値 常時TM 1 ％

弊社→電気所
(下り)

出力上限値（0％～100％） 常時TM 1 ％

（１）調整力指令用の専用線オンライン構築により不要となる伝送項目

（２）下げの余力活用契約の締結により(1)に追加して不要となる伝送項目

データ種別 用途 伝送方向 計測項目名 処理種別 単位

TM
(計測)

調整力指令
電気所→弊社

(上り)

応動評価点有効電力±Ｐ 常時TM 0.1MW

応動評価点無効電力±Q 常時TM 0.1Mvar

（３）調整力指令の応動評価点により不要となる伝送項目
※要否についてはリソースの設備構成等を確認のうえ個別に調整させていただきます。
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➢ 余力活用契約とは、一般送配電事業者がゲートクローズ後に周波数制御・需給バランス調整・系統運用等を実施する際に、ゲー
トクローズ前の発電事業者等の計画策定に支障を与えないことを前提に余力を活用することで、社会コストの低減等、より効率的・
安定的な需給調整、系統運用を期待するための契約になります。

➢ 余力活用契約を締結いただいた場合は、一般送配電事業者からの指令に応じてゲートクローズ後の余力を調整力として提供してい
ただきます。

➢ 容量市場において安定電源の「調整機能有」で落札された場合、容量市場の募集要綱において余力活用契約（上げ調整力と
下げ調整力の両方を供出）を一般送配電事業者と締結するよう定められております。

（参考）余力活用契約について

〈出所〉広域機関「容量市場メインオークションについて」（2025年7月）
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➢ 単独発電機で、１発電機の容量が10万kＷ以上の場合

➢ 容量市場を構成するオークションの１つである長期脱炭素電源オークションにおいて、専用線オンラインを構築するよう定められて
いる場合

➢ 需給調整市場において一次調整力または二次調整力①への参入を希望される場合、もしくは余力活用契約において一次調整
力または二次調整力①に相当する機能を提供いただく場合

（参考）専用線オンラインの構築が必須となるケース

〈出所〉広域機関「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱
（応札年度：2025年度）」（2025年9月3日）

〈出所〉EPRX「取引ガイド」
（2025年4月1日、第7版）
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➢ 調整力契約において、次に該当する場合は専用線の構築を省略することができます。

① 需給調整市場において一次調整力のみを供出する契約で、オフライン監視が認められているリソース
⇒具体的な条件は下記の取引ガイド等を参照

② 需給調整市場において一次調整力のみを供出する契約で、長期脱炭素電源オークションやグリッドコード等の別要件で専
用線オンラインの構築が要件化されていない特別高圧※で連系するオンラインリソース
⇒系統連系用の通信回線・情報伝送装置を用いて瞬時供出電力を送信いただくことで、オンライン監視が可能となります。

（参考）専用線オンラインの構築を省略できるケース

〈出所〉EPRX「取引ガイド」（2025年4月1日、第7版） 〈出所〉EPRX「揚水発電設備または蓄電池設備を用いて需給調整市場に
参入する場合の取扱いガイド」（2025年4月1日、第2版）

※特別高圧配電線を除きます。
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〈出所〉第50回系統WG 資料2（2024年3月11日）

➢ 調整力指令と出力制御指令の2つの制御信号が併存する「方法A」において、出力制御指令と調整力指令が重複した場合は、
出力制御指令の種別（オンライン／オフライン）、要因（送電容量制約／需給バランス制約）によらず出力制御指令を優先
していただきます。具体的には、出力制御指令の上限値を超えない範囲で調整力指令に従った応動をお願いします。

➢ また、「方法A」では、単位の異なる調整力指令[MW]と出力制御指令[%(出力上限値)]が送信されるため、事業者様側で
換算のうえ両指令の上下判定を実施いただく必要があります。

＜例（前提条件）＞「最大受電電力：100MW」、「出力上限値：50%」の場合、「出力制御指令：50MW以下(=100×0.5)」となる。
（ケース1）「調整力指令(出力調整指令)：30MW」の場合、出力制御指令≧調整力指令より、調整力指令に従い30MWで運転
（ケース2）「調整力指令(出力調整指令)：60MW」の場合、出力制御指令＜調整力指令より、出力制御指令に従い50MW以下で運転

出力制御指令と調整力指令が重複した場合の応動

（注）上図は、ノンファーム型接続の発電設備等、オンラインによる出力制御指令が調整力指令と重複した場合を例に記載されていますが、基本的な考え方は
出力制御指令の種別（オンライン／オフライン）、要因（送電容量制約／需給バランス制約）によらず同様となります。
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➢ 送電容量制約による出力制御と需給バランス制約による出力制御時に「調整電源」として扱われるケースは次のとおりです。

① 上げ調整：需給調整市場で約定されたリソース（一次調整力のみ提供する場合を除く）
上げの余力活用契約を締結したリソース（一次調整力に相当する機能のみ提供する場合を除く）

② 下げ調整：下げの余力活用契約を締結したリソース（一次調整力に相当する機能のみ提供する場合を除く）

➢ 広域機関へ提出された発電計画を下回る範囲へ出力制御を実施する場合、下げの余力活用契約を締結したリソースのみが「調
整電源」として扱われます。

（参考）出力制御における「調整電源」の定義について

〈出所〉広域機関「系統の接続および利用ルールについて」（2024年7月1日更新）
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➢ 送電容量制約による出力制御は、下図の順位で行われます。

（参考）出力制御ルールについて（送電容量制約による出力制御）

〈出所〉広域機関
「系統の接続および利用ルールについて」
（2024年7月1日更新）

ファーム電源
制御範囲
(最低出力まで)

ノンファーム電源
制御範囲
(停止まで)

送電容量制約による
「非調整電源」の出力制御イメージ

100%

発電計画値
(例：60MW)

最大受電電力等
(例：100MW)

出力制御指令
(例：30MW)

60%

30%
(出力上限値)

最低出力
(例：20MW) 20%

停止

平常時の発電等に必要な容量を
あらかじめ確保（ファーム）

蓄電池等の
充電側は
対象外

非調整電源

調整電源(下げの余力活用契約あり)
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➢ 需給バランス制約による出力制御は、下図の順位で行われます。

（参考）優先給電ルールについて（需給バランス制約による出力制御）

〈出所〉第52回系統WG 資料1（2024年9月18日）

制御範囲
(最低出力まで)

需給バランス制約による
「非調整電源」の出力制御イメージ

100%

発電計画値
(例：60MW)

最大受電電力等
(例：100MW)

出力制御指令
(例：30MW)

60%

30%
(出力上限値)

最低出力
(例：20MW) 20%

停止

ファーム／ノンファームの区分は送電容量制約にのみ
適用されるため、需給バランス制約においてはいずれも
最低出力までが制御対象範囲

蓄電池等の
充電側は
対象外

非調整電源

調整電源(下げの余力活用契約あり)


